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(57)【要約】
【課題】装置本体の内部から排出される臭気成分を含む
排気の拡散を抑制することができる画像形成装置を得る
。
【解決手段】画像形成装置１０は、背面の第１排気口３
１へ空気が流れる第１ダクト１０２と、第１排気口３１
から排気する第１ファン１０６と、第１排気口３１及び
筐体２２内部で発生した臭気成分を含む空気が排気され
る第２排気口３３を覆う案内ダクト１１０と、案内ダク
ト１１０における第１排気口３１及び第２排気口３３よ
りも下流側に設けられ、第１排気口３１及び第２排気口
３３からの排気中の臭気成分を除去するフィルタ１１２
と、を有している。ここで、第２排気口３３から臭気成
分を含む排気が行われても、案内ダクト１１０内に滞留
するか、又はフィルタ１１２を通して清浄な空気となっ
て排出されるので、臭気成分を含む排気の拡散を抑制す
ることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体の前面に形成された吸気口から背面に形成された第１排気口へ空気が流れるダ
クトと、
　前記ダクトに設けられ前記吸気口から吸気すると共に前記第１排気口から排気するファ
ンと、
　前記装置本体の背面に設けられ、前記装置本体の背面から前記装置本体の内部で発生し
た臭気成分を含む空気が排気される第２排気口及び前記第１排気口を覆うと共に、前記第
１排気口及び前記第２排気口からの排気を上方へ案内する案内ダクトと、
　前記案内ダクトの前記第１排気口及び前記第２排気口よりも下流側に設けられ、前記第
１排気口及び前記第２排気口からの排気中の臭気成分を除去するフィルタと、
　を有する画像形成装置。
【請求項２】
　前記装置本体の幅方向で前記第１排気口と前記第２排気口が重なっていない請求項１に
記載の画像形成装置。
【請求項３】
　前記案内ダクトは、前記第１排気口及び前記第２排気口よりも下流側で、排気方向と交
差する方向の断面積が前記第１排気口側の断面積よりも大きい拡幅部を有しており、該拡
幅部には、異物の侵入を抑制するルーバーが設けられている請求項１又は請求項２に記載
の画像形成装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像形成装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１の複写機は、ソーターの下部に空気清浄機を配置している。
【０００３】
　特許文献２の複写機は、空気清浄機を内蔵しており、感光体、定着装置の近くに空気清
浄機を配置している。
【０００４】
　特許文献３の画像形成装置は、空気清浄機を備えており、画像形成部と空気清浄機との
コントローラを分けている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】実用新案登録第３０５９７１９号
【特許文献２】特開２００２－１６９４３２号
【特許文献３】特開２００８－１１２０６４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、空間清浄機能を有する構成において装置本体の内部から排出される臭気成分
を含む排気の拡散を抑制することができる画像形成装置を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の請求項１に係る画像形成装置は、装置本体の前面に形成された吸気口から背面
に形成された第１排気口へ空気が流れるダクトと、前記ダクトに設けられ前記吸気口から
吸気すると共に前記第１排気口から排気するファンと、前記装置本体の背面に設けられ、
前記装置本体の背面から前記装置本体の内部で発生した臭気成分を含む空気が排気される
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第２排気口及び前記第１排気口を覆うと共に、前記第１排気口及び前記第２排気口からの
排気を上方へ案内する案内ダクトと、前記案内ダクトの前記第１排気口及び前記第２排気
口よりも下流側に設けられ、前記第１排気口及び前記第２排気口からの排気中の臭気成分
を除去するフィルタと、を有する。
【０００８】
　本発明の請求項２に係る画像形成装置は、前記装置本体の幅方向で前記第１排気口と前
記第２排気口が重なっていない。
【０００９】
　本発明の請求項３に係る画像形成装置は、前記案内ダクトは、前記第１排気口及び前記
第２排気口よりも下流側で、排気方向と交差する方向の断面積が前記第１排気口側の断面
積よりも大きい拡幅部を有しており、該拡幅部には、異物の侵入を抑制するルーバーが設
けられている。
【発明の効果】
【００１０】
　請求項１の発明は、第１排気口及び第２排気口を覆う案内ダクトを設けていない構成に
比べて、空間清浄機能を有する構成において装置本体の内部から排出される臭気成分を含
む排気の拡散を抑制することができる。
【００１１】
　請求項２の発明は、装置本体の幅方向で第１排気口と第２排気口が重なっている構成に
比べて、第１排気口からの排気の流れが第２排気口からの排気によって抑制されるのを防
ぐことができる。
【００１２】
　請求項３の発明は、第１排気口にルーバーを設けている構成に比べて、ルーバーによる
風切り音を低減することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の実施形態に係る画像形成装置の全体図である。
【図２】（Ａ）本発明の実施形態に係る画像形成装置の平面図である。（Ｂ）本発明の実
施形態に係る画像形成装置の縦断面図である。
【図３】本発明の実施形態に係る画像形成装置の背面の構成を示す説明図である。
【図４】（Ａ）、（Ｂ）本発明の実施形態に係る画像形成装置の内外における空気の流れ
を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の実施形態に係る画像形成装置の一例について説明する。
【００１５】
　図１には、実施形態の一例としての画像形成装置１０が示されている。画像形成装置１
０は、上下方向（矢印Ｙ方向）の下側から上側へ向けて、詳細を後述する空間清浄機１０
０の一部が収容された清浄機収容部１２と、清浄機収容部１２の上に設けられ記録媒体の
一例としての記録用紙Ｐが収容される用紙収容部１４と、用紙収容部１４の上に設けられ
用紙収容部１４から供給される記録用紙Ｐに画像形成を行う画像形成部１６と、清浄機収
容部１２及び用紙収容部１４の背面側に設けられ画像形成装置１０の各部の動作を制御す
る制御部１８と、を含んで構成されている。
【００１６】
　また、画像形成装置１０は、装置本体の一例としての筐体２２を有している。筐体２２
は、清浄機収容部１２を囲む第１筐体２３と、用紙収容部１４を囲む第２筐体２４と、画
像形成部１６を囲む第３筐体２５と、を含んで構成されている。
【００１７】
　図２（Ｂ）に示すように、第３筐体２５の前面側には開口２５Ｅが形成されており、こ
の開口２５Ｅを覆うカバー部材２７が設けられている。また、図２（Ａ）に示すように、
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カバー部材２７は、それぞれヒンジ部材（図示省略）により回転可能に設けられた左カバ
ー２７Ａ及び右カバー２７Ｂで構成されている。そして、左カバー２７Ａ及び右カバー２
７Ｂが観音扉式に開閉され、あるいは、これらが個別に開閉されることで、画像形成部１
６の前面側が開放され又は覆われる（閉じられる）ようになっている。
【００１８】
　図３に示すように、筐体２２は、画像形成装置１０の背面を構成する後壁２９を有して
いる。後壁２９には、後述する第１ダクト１０２からの排気を行うための第１排気口３１
と、第２ダクト８０（図１参照）からの排気を行うための第２排気口３３とが形成されて
いる。第１排気口３１と第２排気口３３は、筐体２２の幅方向（矢印Ｘ方向）で重ならな
い配置とされている。なお、後壁２９は、第１筐体２３、第２筐体２４、及び第４筐体２
５の後壁を一体化した構成となっている。
【００１９】
　なお、以後の説明では、画像形成装置１０を正面視して、筐体２２の上下方向を矢印Ｙ
方向、左右方向（水平方向）を矢印Ｘ方向、奥行き方向（水平方向）を矢印Ｚ方向と記載
する。また、必要に応じて、左方向、下方向、手前方向をマイナス（－）とし、右方向、
上方向、奥方向をプラス（＋）として各方向を区別する場合がある。
【００２０】
　図１に示すように、清浄機収容部１２は、第１筐体２３の矢印Ｚ方向手前側で且つ画像
形成装置１０の前面の下部を構成する前壁２３Ａを有している。前壁２３Ａの正面視の幅
方向（矢印Ｘ方向）全面には、矢印Ｘ方向に長いスリット（長孔）が矢印Ｙ方向に複数並
んだ吸気口２６が形成されており、この吸気口２６を通って空気が流入するようになって
いる。なお、清浄機収容部１２の詳細については、後述する。
【００２１】
　用紙収容部１４は、記録用紙Ｐが収容され第２筐体２４に対して矢印Ｚ方向に出し入れ
可能とされた用紙収容ユニット２８が設けられている。また、用紙収容部１４には、用紙
収容ユニット２８内に収容された記録用紙Ｐを画像形成装置１０内に設けられた搬送路３
２に送り出す送り出しロール３４が設けられており、搬送路３２における送り出しロール
３４よりも下流側には、記録用紙Ｐを一枚ずつ搬送するそれぞれ一対の搬送ロール３６及
び搬送ロール３８が設けられている。
【００２２】
　第３筐体２５の底壁２５Ａには、記録用紙Ｐが通過可能な大きさの貫通孔２５Ｂが形成
されており、貫通孔２５Ｂによって第２筐体２４の内部と第３筐体２５の内部が繋がって
いる。そして、この貫通孔２５Ｂを通って第２筐体２４から第３筐体２５内へ記録用紙Ｐ
を搬送可能となっている。また、搬送路３２における記録用紙Ｐの搬送方向で搬送ロール
３８よりも下流側には、記録用紙Ｐを一旦停止させるとともに、決められたタイミングで
転写位置Ｑへ送り出す位置合せロール４２が設けられている。
【００２３】
　さらに、第３筐体２５の左側壁２５Ｃ（矢印－Ｘ方向側の側壁）には、記録用紙Ｐが通
過可能な大きさの貫通孔２５Ｄが形成されており、左側壁２５Ｃにおける貫通孔２５Ｄの
下側には、排紙部４４が設けられている。そして、搬送路３２は、位置合せロール４２か
ら排紙部４４までの経路も含んで構成されている。
【００２４】
　一方、画像形成部１６内には、画像形成ユニット５０が設けられている。画像形成ユニ
ット５０は、感光体５２と、帯電器５４と、露光装置５６と、現像装置５８と、転写ロー
ル６２と、クリーニング装置６４と、除電ランプ６６とを含んで構成されている。
【００２５】
　画像形成ユニット５０の中央には、円筒状の感光体５２が設けられている。感光体５２
は、内部が接地されており、図示しない駆動手段によって矢印Ｒ方向（図示の時計回り方
向）に回転すると共に、光照射によって形成される静電潜像を保持するようになっている
。また、感光体５２の上方で且つ感光体５２の外周面と対向する位置には、感光体５２の
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外周面を帯電する帯電器５４が設けられている。
【００２６】
　帯電器５４は、チャージワイヤ５４Ａとグリッド電極５４Ｂを有しており、チャージワ
イヤ５４Ａに電源（図示省略）から電力を供給すると共にグリッド電極５４Ｂに調整用の
電圧を印加して、感光体５２との電位差によるコロナ放電により、感光体５２の外周面を
帯電させるようになっている。また、感光体５２の回転方向（矢印Ｒ方向）における帯電
器５４よりも下流側で且つ感光体５２の外周面と対向する位置には、露光装置５６が設け
られている。
【００２７】
　露光装置５６は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）で構成されて
おり、帯電器５４により帯電した感光体５２の外周面に、画像信号に基づき光を照射（露
光）して、静電潜像を形成するようになっている。なお、露光装置５６はＬＥＤ方式に限
らず、例えば、レーザ光をポリゴンミラーで走査するものであってもよい。また、感光体
５２の回転方向で露光装置５６の露光光が照射される部位よりも下流側には、感光体５２
の外周面に形成された静電潜像を決められた色のトナー（ここでは一例として、黒（Ｋ）
）で現像して可視化させる（現像剤像を形成する）現像装置５８が設けられている。
【００２８】
　現像装置５８は、本体となるケース部材５８Ａを有しており、ケース部材５８Ａ内にト
ナーカートリッジ（図示省略）からトナー供給路を経由して供給されるトナー（Ｋ）及び
キャリアから成る現像剤（図示省略）が充填されている。また、ケース部材５８Ａの開口
部には、外周面が感光体５２の外周面と対向する現像ロール５８Ｂが設けられている。
【００２９】
　現像ロール５８Ｂは、回転可能に設けられた円筒状の現像スリーブ及び現像スリーブ（
符号は省略する）の内側に固定された複数の磁極から成る磁性部材で構成されており、現
像スリーブが回転することで現像剤（キャリア）の磁気ブラシが形成されると共に、規制
部材（図示省略）で層厚が規制されることで、現像スリーブの外周面に現像剤層を形成す
るようになっている。そして、現像スリーブの外周面の現像剤層は、感光体５２に対向す
る位置に搬送され、感光体５２の外周面に形成された潜像（静電潜像）にトナーを付着さ
せて現像を行う。
【００３０】
　一方、感光体５２の回転方向で現像装置５８よりも下流側であり且つ感光体５２の下側
であって、搬送路３２（記録用紙Ｐ）を挟んで感光体５２の反対側には、感光体５２の外
周面に形成されたトナー画像を搬送されてきた記録用紙Ｐに転写させる転写ロール６２が
設けられている。転写ロール６２は、図示しない電源から通電されることにより、接地さ
れている感光体５２との電位差で感光体５２のトナー画像を記録用紙Ｐに転写するように
なっている。なお、感光体５２と転写ロール６２との接触位置が転写位置Ｑである。
【００３１】
　矢印Ｒ方向で転写ロール６２よりも下流側であり、感光体５２の外周面と対向する位置
には、転写位置Ｑにおいて記録用紙Ｐに転写されずに感光体５２の外周面に残留した残留
トナーなどを清掃するクリーニング装置６４が設けられている。クリーニング装置６４は
、感光体５２の外周面に接触するクリーニングブレード及びブラシロール（符号は省略す
る）により残留トナーなどを回収する構成となっている。また、矢印Ｒ方向におけるクリ
ーニング装置６４の下流側で且つ帯電器５４の上流側の位置には、残留トナーなどを回収
した後の感光体５２の外周面を除電する除電ランプ６６が設けられている。
【００３２】
　一方、搬送路３２における記録用紙Ｐの搬送方向（矢印Ａで図示）で転写位置Ｑよりも
下流側には、転写ロール６２によってトナー画像が転写された記録用紙Ｐにトナー画像を
定着させる定着装置７０が設けられている。
【００３３】
　定着装置７０は、記録用紙Ｐのトナー画像面側（図示の上側）に配置され、通電により
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発熱する熱源（一例として、ハロゲンランプ）を有する加熱ロール７２と、加熱ロール７
２の下側に配置され記録用紙Ｐを加熱ロール７２の外周面に向けて加圧する加圧ロール７
４とを含んで構成されている。そして、定着装置７０によりトナー画像が定着された記録
用紙Ｐは、貫通孔２５Ｄから排紙部４４へ排出される。
【００３４】
　ここで、第３筐体２５内における定着装置７０の上方には、第２排気口３３（図３参照
）に臭気成分（帯電器５４（図１参照）でのコロナ放電で生じたオゾン臭や溶融したトナ
ー（樹脂）の臭いを含む）を含んだ空気を流すための第２ダクト８０が設けられている。
【００３５】
　第２ダクト８０は、定着装置７０の周囲から吸気するための筒状の第１吸気部８２Ａと
、帯電器５４の周囲から吸気するための筒状の第２吸気部８２Ｂとが設けられており、第
１吸気部８２Ａの開口が定着装置７０側に配置され、第２吸気部８２Ｂの開口が帯電器５
４側に配置されている。また、第２ダクト８０の内部で第２排気口３３側には、吸気して
第２排気口３３から排気を行う第２ファン８４が設けられている。
【００３６】
　次に、画像形成装置１０における画像形成工程について説明する。
【００３７】
　図１に示すように、画像形成装置１０が作動すると、画像処理装置（図示省略）又は外
部から画像データが露光装置５６に出力される。続いて、帯電器５４により感光体５２の
外周面（表面）が帯電される。そして、露光装置５６から画像データに応じて出射された
光は、帯電器５４により帯電された感光体５２の外周面を露光し、感光体５２の表面に静
電潜像が形成される。さらに、感光体５２の外周面に形成された静電潜像は、現像装置５
８によって黒（Ｋ）のトナー画像として現像される。
【００３８】
　一方、用紙収容ユニット２８内の記録用紙Ｐは、送り出しロール３４によって搬送路３
２へ送り出されると共に、搬送ロール３６及び搬送ロール３８により搬送される。そして
、位置合せロール４２まで搬送路３２を搬送されてきた記録用紙Ｐは、位置合せロール４
２により、感光体５２の回転（トナー画像の移動）に合わせて転写位置Ｑに搬送される。
そして、感光体５２の外周面のトナー画像は、転写位置Ｑに搬送されてきた記録用紙Ｐ上
に転写ロール６２によって転写される。
【００３９】
　続いて、トナー画像が転写された記録用紙Ｐは定着装置７０に搬送され、トナー画像が
加熱ロール７２及び加圧ロール７４によって加熱、加圧されることにより、記録用紙Ｐに
定着される。そして、トナー画像が定着された記録用紙Ｐは、排紙部４４に排出される。
【００４０】
　次に、空間清浄機１００について説明する。
【００４１】
　図２（Ｂ）に示すように、空間清浄機１００は、第１筐体２３内に設けられたダクトの
一例としての第１ダクト１０２と、第１ダクト１０２内に設けられたファンの一例として
の第１ファン１０６と、第１排気口３１及び第２排気口３３（図３参照）を覆う案内ダク
ト１１０と、案内ダクト１１０に設けられたフィルタ１１２及びルーバー１１４と、を含
んで構成されている。
【００４２】
　第１ダクト１０２は、角筒状に形成されており、一方の端部（開口）が第１筐体２３内
の吸気口２６側に取付けられ、他方の端部（開口）が第１排気口３１側に取付けられてい
る。これにより、吸気口２６から第１排気口３１へ空気が案内されるようになっている。
また、第１ダクト１０２の一方の端部で吸気口２６に隣接する部位には、プレフィルタ１
０４が取付けられている。プレフィルタ１０４は、吸気口２６から第１ダクト１０２内に
侵入する埃を取除くためのものであり、空気を通過させると共に埃の侵入を規制する。
【００４３】
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　第１ファン１０６は、第１ダクト１０２の他方の端部で第１排気口３１に隣接する部位
に矢印Ｘ方向に並んで２台取付けられており、制御部１８（図１参照）により駆動源（図
示省略）が駆動されることで回転し、吸気口２６から吸気をすると共に第１ダクト１０２
内の空気を第１排気口３１から案内ダクト１１０へ排気する。
【００４４】
　図２（Ａ）に示すように、案内ダクト１１０は、平面視で後壁２９側を開口側とする「
コ」字状に形成されており、後壁２９に取付けられている。また、図３に示すように、案
内ダクト１１０は、第１排気口３１を覆う下部ダクト１１０Ａと、下部ダクト１１０Ａの
上側で第２排気口３３を覆う上部ダクト１１０Ｂとで構成されている。さらに、図２（Ｂ
）に示すように、案内ダクト１１０の内壁面には、一例として、グラスウール製の吸音材
１１５が貼り付けられている。
【００４５】
　図３に示すように、下部ダクト１１０Ａは、底部が矢印＋Ｙ方向（上方）に向けて湾曲
した湾曲壁１１０Ｃ（図２（Ｂ）参照）を有しており、第１排気口３１から矢印＋Ｚ方向
に排出された空気の流れが矢印＋Ｙ方向へ案内（偏向）されるようになっている。また、
下部ダクト１１０Ａの矢印Ｘ方向の幅は、画像形成装置１０の矢印Ｘ方向の幅Ｗ２よりも
狭く、幅Ｗ１（＜Ｗ２）となっている。
【００４６】
　上部ダクト１１０Ｂは、下部ダクト１１０Ａの上部と連続しており、下部ダクト１１０
Ａから流れてきた空気を引き続き矢印＋Ｙ方向に案内するようになっている。また、上部
ダクト１１０Ｂは、矢印Ｘ方向の幅がＷ２となっており、下部ダクト１１０Ａに対して拡
幅されている。
【００４７】
　これにより、上部ダクト１１０Ｂの上部は、第２排気口３３よりも下流側（上方）で排
気方向（矢印＋Ｙ方向）と交差する方向の断面積が、下部ダクト１１０Ａの第１排気口３
１側の断面積よりも大きい拡幅部１１０Ｄとされている。なお、本実施形態では一例とし
て、上部ダクト１１０Ｂにおける第２排気口３３の上流側の矢印Ｘ方向の幅と、第２排気
口３３の下流側の矢印Ｘ方向の幅が、いずれも幅Ｗ２で同じとなっている。
【００４８】
　一方、フィルタ１１２は、拡幅部１１０Ｄ内のＸ－Ｚ面を覆って設けられており、異物
（花粉やウィルスなど）及び臭気成分（オゾン臭や溶融したトナーの臭いを含む）を排気
中から除去する空間清浄機能を有している。また、ルーバー１１４は、空気が通過可能で
且つ案内ダクト１１０内への異物の侵入を抑制する大きさの開口を有しており、拡幅部１
１０Ｄにおけるフィルタ１１２上に取付けられている。
【００４９】
　なお、制御部１８を構成する複数の基板は、画像形成装置１０を背面視して（矢印＋Ｚ
方向側から見て）、案内ダクト１１０が設けられていない領域に設置されており、制御部
１８が占有する取付けスペースによって、画像形成装置１０の矢印＋Ｚ方向の幅が拡がら
ないようになっている。
【００５０】
　次に、本実施形態の作用について説明する。
【００５１】
　図４（Ａ）に示すように、空間清浄機１００において、制御部１８（図１参照）が第１
ファン１０６を回転させると、画像形成装置１０の外部から吸気口２６を通って第１ダク
ト１０２内に空気が流入する（吸気される）。このとき、吸気口２６から第１ダクト１０
２内に侵入しようとする埃は、プレフィルタ１０４で取除かれる。そして、第１ダクト１
０２内に流入した空気は、第１ダクト１０２内を第１ファン１０６に向けて流れると共に
、第１排気口３１から案内ダクト１１０内に排気される。
【００５２】
　一方、図１に示すように、画像形成ユニット５０による画像形成が開始され、制御部１
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８が第２ファン８４を回転させると、帯電器５４の周囲の空気及び定着装置７０の周囲の
空気が第２ダクト８０内に吸気される。そして、第２ダクト８０内に流入した空気は、第
２ダクト８０内を第２ファン８４に向けて流れると共に、第２排気口３３（図３参照）か
ら案内ダクト１１０内（図３参照）に排気される。
【００５３】
　続いて、図４（Ｂ）に示すように、第１排気口３１からの排気（Ｆ１）及び第２排気口
３３からの排気（Ｆ２）は、案内ダクト１１０に沿って矢印＋Ｙ方向に流れ、フィルタ１
１２に到達する。フィルタ１１２では、排気Ｆ１及び排気Ｆ２に含まれる異物及び臭気成
分が取除かれ、ルーバー１１４から清浄な空気（Ｆ３）が排気される。そして、ルーバー
１１４から排気された空気Ｆ３は、画像形成装置１０が設置された部屋の内部を循環する
。即ち、空間清浄機１００として機能する。
【００５４】
　このように、空間清浄機１００では、第１排気口３１及び第２排気口３３が案内ダクト
１１０で覆われており、且つ案内ダクト１１０の第１排気口３１及び第２排気口３３より
も下流側に空気の流路を覆うフィルタ１１２が設けられているので、第２排気口３３から
臭気成分を含む排気が行われても、案内ダクト１１０内に滞留するか、又はフィルタ１１
２を通過して清浄な空気となって排出される。これにより、臭気成分を含む排気の画像形
成装置１０外部への拡散が抑制される。
【００５５】
　また、空間清浄機１００では、第１排気口３１と第２排気口３３が矢印Ｘ方向で重なら
ない配置とされており、第１排気口３１の上方に第２排気口３３が無いため、第１排気口
３１からの排気Ｆ１の流れが、第２排気口３３からの排気Ｆ２の流れによって抑制される
ことがなくなる。即ち、第２排気口３３からの排気Ｆ２がエアカーテンとなって第１排気
口３１からの排気Ｆ１の流れを規制することがなくなる。そして、画像形成装置１０が設
置された部屋の内部を清浄な空気（Ｆ３）が循環する。
【００５６】
　さらに、空間清浄機１００では、第１排気口３１ではなく、案内ダクト１１０の下流端
（図示の上端）にルーバー１１４を配置したので、第１ファン１０６からの排気が直接ル
ーバー１１４に当ることがなくなる。加えて、下部ダクト１１０Ａ（幅Ｗ１）に対して上
部ダクト１１０Ｂが拡幅（幅Ｗ２）されているので、第１排気口３１からルーバー１１４
へ流れる排気の流速が上部ダクト１１０Ｂ内で低下する。これにより、第１ファン１０６
からの排気を直接ルーバー１１４に当てる構成、及び下部ダクト１１０Ａと上部ダクト１
１０Ｂの幅を同じとした構成に比べて、ルーバー１１４による風切り音が低減される。
【００５７】
　また、空間清浄機１００では、第１排気口３１の周囲が案内ダクト１１０で覆われてお
り、且つ案内ダクト１１０内に吸音材１１５（図４（Ａ）参照）が設けられているので、
第１ダクト１０２内に設けられた第１ファン１０６の動作音が、画像形成装置１０の外部
へ漏れることが抑制される。
【００５８】
　なお、本発明は上記の実施形態に限定されない。
【００５９】
　画像形成装置１０は、モノクロに限らず、イエロー（Ｙ）、マゼンタ（Ｍ）、シアン（
Ｃ）、及び黒（Ｋ）のトナーを用いた多色のものであってもよい。また、案内ダクト１１
０の拡幅部１１０Ｄは、上方ほど矢印Ｘ方向の幅が広くなっていてもよい。さらに、案内
ダクト１１０内に仕切板を設けて、第１排気口３１からの排気Ｆ１と第２排気口３３から
の排気Ｆ２を分けてもよい。
【符号の説明】
【００６０】
１０　画像形成装置
２２　筐体（装置本体の一例）
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２６　吸気口
３１　第１排気口
３３　第２排気口
１０２　第１ダクト（ダクトの一例）
１０６　第１ファン（ファンの一例）
１１０　案内ダクト
１１０Ｂ　上部ダクト（拡幅部の一例）
１１２　フィルタ
１１４　ルーバー

【図１】 【図２】
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